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特集「安全措置等不十分が指摘された海難」 
 

  平 成 30 年 か ら 令 和 ４ 年 の 5 年 間 に 理 事 官 が 立 件 し た 海 難 は 4,428 件 で 、全 体 と し て

は 、 や や 減 少 傾 向 に あ り ま す が 、 依 然 、 多 数 の 海 難 が 発 生 し て お り ま す 。  

  海 難 が ひ と た び 発 生 す る と 、船 体 の 損 傷 の 他 に 、乗 組 員 や 同 乗 者 等 の 負 傷 や 、最 悪 の 場

合 、 人 命 が 失 わ れ て し ま う こ と も あ る の で 十 分 な 注 意 が 必 要 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平 成 30 年 か ら 令 和 4 年 の 5 年 間 に 裁 決 言 渡 し の あ っ た 海 難 は 1,415 件 で 、 そ の う

ち 、 死 傷 者 が 発 生 し て い る の は 401 件 （ 28.3％ ） あ り ま し た 。  

  船 舶 の 航 行 中 や 船 内 で の 作 業 中 に お け る 安 全 措 置 や 安 全 確 保 が 十 分 に 実 施 さ れ て お ら

ず 、発 生 原 因 と し て 安 全 措 置 や 安 全 確 保 の 不 十 分 が 指 摘 さ れ た 62 件（ 64 隻 ）の 裁 決 の

う ち 、 83.9％ に あ た る 52 件 （ 52 隻 ） に お い て 死 傷 者 が 発 生 し て い ま す 。  

  今 号 で は 、 安 全 措 置 や 安 全 確 保 が 十 分 に 実 施 さ れ な か っ た こ と を 指 摘 し た 裁 決 に つ い

て「 安 全 措 置 等 不 十 分 が 指 摘 さ れ た 海 難 」と し て 取 り 上 げ 、事 例 を 紹 介 さ せ て い た だ き ま

す 。  

 

 １ ． 事 件 種 類 別 の 裁 決  

   船 舶 の 航 行 中 や 船 内 で の 作 業 中 に お け る 安 全 措 置 や 安

全 確 保 の 不 十 分（ 以 下 、「 安 全 措 置 等 不 十 分 」と い う 。）が

指 摘 さ れ た 裁 決 62 件 を 事 件 種 類 別 に み る と 、 死 傷 等 が

47 件（ 75.8％ ）と 最 も 多 く 、次 い で 、転 覆 が 7 件（ 11.3％ ）、

浸 水 が 3 件 （ 4.8％ ） な ど と な っ て い ま す 。  
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 ２ ． 船 舶 種 類 別 の 状 況  

   安 全 措 置 等 不 十 分 が 指 摘 さ れ た 64 隻 に つ い て 船 舶

種 類 別 に み る と 、プ レ ジ ャ ー ボ ー ト が 23 隻（ 35.9％ ）

と 最 も 多 く 、次 い で 、漁 船 が 15 隻（ 23.4％ ）、旅 客 船

が 9 隻 （ 14.1％ ） な ど と な っ て い ま す 。  

 

 ３ ． 船 体 の 損 傷 状 況  

   船 体 に つ い て 、 64 隻 中 9 隻 （ 14.1％ ） に 全 損 又 は 重 大 な 損 傷 が み ら れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ ． 安 全 措 置 等 不 十 分 の 指 摘 状 況  

   死 傷 者 が 発 生 し た 52 隻 に お い て 、 安 全 措 置 等 不 十 分 が 指 摘 さ れ た 状 況 を み る と 、 船

体 動 揺 等 の 波 浪 の 影 響 へ の 対 応 が 十 分 で な か っ た も の が 22 隻 （ 42.3％ ）、 漁 ろ う 中 の

ロ ー ラ ー に 巻 き 込 ま れ る と い っ た 機 器 等 の 取 扱 い へ の 対 応 が 十 分 で な か っ た も の が 14

隻 （ 26.9％ ）、 遊 走 中 の 増 速 や 旋 回 時 に 同 乗 者 の 落 水 へ の 対 応 が 十 分 で な か っ た も のが

8 隻 （ 15.4％ ） な ど と な っ て い ま す 。  
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波浪の影響 7 3 3 4 3 0 1 1 22

機器等巻込まれ 0 9 2 0 0 2 1 0 14

遊走中の落水 8 0 0 0 0 0 0 0 8

推進器巻込まれ 3 0 1 0 0 0 0 0 4

その他 2 0 1 1 0 0 0 0 4

計 20 12 7 5 3 2 2 1 52

（単位：隻）

（単位：隻）

船舶種類 全損 重損 軽損 なし 計

プレジャーボート 2 0 3 18 23

漁船 2 2 0 11 15

旅客船 1 0 2 6 9

遊漁船 0 0 1 5 6

瀬渡船 0 1 0 3 4

貨物船 0 0 0 2 2

引船 0 0 0 2 2

その他 0 1 0 2 3

計 5 4 6 49 64
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Ａ：旅客船（19トン） 

  長崎県肥前大島港 → 同県面高港 

〔懲 戒〕 船長：業務停止1か月 

〔損傷等〕 旅客1人が胸椎圧迫骨折（要加療：4か月）、船体損傷なし 

気象・海象：晴れ 風力4 北西風 上げ潮の末期 

概 要 
 Ａは、船長及び機関長が乗り組み、旅客14人を乗せて航行中、沖合で波が高くなっているのを知った
がそのまま続航し、船首部が波の谷間に降下して上下に激しく動揺し、左舷側最前部の椅子席に腰を掛
けていた高齢の旅客が同席から跳ね上げられて落下し、身体を椅子席に強く打ち付けた。 

事例１ 【旅客に対する安全確保の措置を十分にとらなかったもの】 

波が高くなる状況下で航行中、船首部が波の谷間に降下して上下に動揺し、旅客が跳ね上
げられて身体を打ち付け負傷 １月２６日１１時２３分に発生 

・旅客船は気象及び海象が発航中止条件に達していない場合であっても
航行中に波が高くなっていることを認めた際は、十分に減速し、旅客
を比較的揺れの小さい場所（客室後部等）に移動させましょう。 

船首部が波の谷間に降下して上下に激しく動
揺し、左舷側最前部の椅子席に腰を掛けてい
た高齢の旅客が同席から跳ね上げられて落下
し、身体を椅子席に強く打ち付けた（11:23) 

11:21少し前 
針路を049度、29.0ノットの速力で手動操舵により進行 

旅客に対する安全確保の措置を十分にとらなかった 

11:21半僅か前 
左舷船首方の松山埼西方沖合に波高1.2mないし1.3m の白
波を視認し、波が高くなっていることを知り、高齢者等が
船首部付近の座席に腰を掛けていると、船体動揺と衝撃の
影響を強く受けるおそれがあったが、これまで同様に減速
すれば支障なく、旅客も普段から利用している人たちなの
で、旅客自身で対処できるものと思ってそのまま続航 

発航前日のテレビ及びインターネット等の気象情報から、冬型の気圧配置であること、
長崎県西海市に強風注意報及び波浪注意報が発表されていること並びに 26 日の満潮が
12 時 21 分頃で中潮であることを知っていたものの、同県佐世保港を出港して肥前大島
港に向かう際には、海面は穏やかで船体動揺もほとんどなかったことから、高齢者等の
旅客に対して客室後部の座席への案内を行わないで発航した 

○運航基準 
【発航の可否判断について】 

発航港における風速が毎秒10m 以上、波高が1m 以上及び視程 500m 以下のいずれかに達していると認めるとき、又は、航行中に遭遇する風速
が毎秒10m以上及び波高が1.5m以上に達するおそれがあるときは発航を中止しなければならない旨を規定 

【基準航行の可否判断について】 
基準航行を継続した場合、船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著しく困難となるおそれがあり、又は搭載貨物の転倒等の事故が発
生するおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他の適切な措置をとらなければならない旨
を規定して、それらの事態が発生するおそれがあるおおよその海上模様としては、風速が毎秒10m以上及び波高が1.5m以上とされていた 

【荒天時安全運航マニュアル】 
気象及び海象が発航中止の条件に達していないものの、おおむね風速が毎秒10m弱、波高が1m弱及び視程500m強の場合に適用するものとし、
旅客への対応として、高齢者等が乗船する際は、比較的揺れの小さい客室後部座席に案内することなどを規定 

11:22半少し前 
左舷船首方から波を受けるように針路を345度へ転針 

11:22半少し過ぎ 
減速を開始 

11:23僅か前 
減速を終了して、22.0ノットの速力で進行 

 教 訓  

× 
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Ａ：モーターボート（登録長2.87ｍ） 

  山形県加茂港（漂泊中） 

〔懲 戒〕 船長：戒告 

〔損傷等〕 船外機に濡損 

気象・海象：晴れ 風力1 西南西風 上げ潮の初期 西方からの波高0.5ｍないし1.0ｍの波浪 

概 要 
 Ａは、船長が乗り組み、知人2人を乗せ、釣りをしながら漂泊中、波が高くなり、船体に横揺れを生
じて船内に海水が浸入する状況となったが、速やかに海域を移動せずにいたところ、予想を超える波浪
を右舷側から受け、大きく左舷側に傾いて大量の海水が浸入し、復原力を喪失して転覆した。 

事例２ 【波浪による危険に対する安全措置を十分にとらなかったもの】 
 漂泊中に予想を超える波浪を受け、船内に海水が浸入し、復原力を失い転覆 

９月２３日 ０８時４５分に発生 

・漂泊中、波が高くなってきたことを認めた際は、速やかに波浪の
影響が少ない海域へ移動しましょう。 

08:44 
機関を停止して釣りのため漂泊を開始 

波浪による危険に対する安全措置を十分にとらなかった 

0.5ｍないし1.0ｍの波浪を右舷側から受
け、大きく左舷側に傾いて大量の海水が
浸入し、転覆（08:45) 

【船長の波高に対する認識】 
 おおむね 50 ㎝を超える波高の波浪を舷側から受けると横揺れが生じ、海水が船内に浸入するおそれがあることから、経験上無難に漂泊して釣
りをすることができる波高をおおむね 50 ㎝未満と認識し、それを超える波浪が生じるおそれがあるときは、速やかに漂泊地点を変えるなどして
いた 

当初の釣り場での釣果が思わしくなかったことから、
水深の浅い、より陸岸近くに釣り場を移動することと
し、陸岸近くの海域を一見したところ、うねりが磯波
状態となる状況などが認められず、当初の釣り場から
北東方へ150ｍのところとなる、距岸100ｍ付近で漂泊
して釣りをすることとした 

漂泊地点が当初の南防波堤の釣り場から北東方となり、西寄り
の波浪の影響を軽減していた同防波堤等から離れたことや、水
深が浅くなっていることなどから、当初の釣り場と比して波高
が高くなり、時折予想を超える波浪の発生を認める状況となっ
たが、前日入手した気象情報で、次第にうねりや風が治まると
報じていたことから、いずれ、波高も低くなってこのまま無難
に漂泊して釣りをすることができるものと思った 

 教 訓  

× 

当初の漂泊地点 
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ま と め 
 

安全な航行・船内作業をするために 

 ・波浪の状況に応じた適切な操船が必要となります。 

   航行中、船首が大きく上下動し、乗船者が跳ね上げられる場合があるので、十分に減

速して船体動揺の軽減に努めるとともに、乗船者を比較的揺れの小さい場所に移動さ

せましょう。 

   漂泊中、波浪を舷側から受けて、海水が船内に浸入するおそれがあるので、速やかに

波浪の影響が少ない海域へ移動しましょう。 

 ・作業機器などを運転する場合、安全を確保して作業を行う必要があります。 

   別の作業者が危険な場所に入っている場合があるので、作業を行うことを明確に伝え、

危険な場所から退避したことを確認しましょう。 

   ほかにも、錨索や漁具などが巻き上げ中に引っ掛かり、そのまま巻き上げると引っ掛

かりがとれた反動で勢いがついた漁具などが乗組員に当たることがあるので、漁具な

どが引っ掛かった場合は一度緩めて引っ掛かりを外してから作業を行いましょう。 
 

 

 

 海事補佐人登録を行っている方は、住所はもとより、事務所に変更が生じ

た場合にも、遅滞なく海難審判所に変更の届け出を行ってください。なお、

事務所の変更は、所在地のほか、その名称、電話番号、入居するビル名や階

数に変更を生じた場合を含みます。 

 当所からの連絡が確実に届くよう、ご協力をお願いします。 

海事補佐人登録に関する URL：https://www.mlit.go.jp/jmat/annai/hosanin/touroku/henkou.htm 

 

 

「令和 5 年版レポート 海難審判」を発刊しました  

 「令和 5 年版レポート 海難審判」では、令和 4 年中に海難審判所が取り

扱った海難に関して、統計やその傾向のほか、航法別や船種別の裁決事例

を挙げ、それらから得られた教訓を掲載しています。当所ホームページに

全文を掲載しているので、社内、船内教育等にご活用いただけましたら幸

いです。 

 

 

 

 

 《編集後記》 

 今号は、‘安全措置等不十分が指摘された海難’に

着目しました。安全措置を怠ったことにより発生した

海難では、乗船者の人命に関わる場合が多くありま

す。 

 みなさまにおかれましては、普段から安全に関する

措置等を意識していただき、無理のない運航・作業・

操業を心がけてください。 

 

 

 

《内容に関するご意見はこちらまで》 

〒102-0083 

 東京都千代田区麹町 2-1 PMO 半蔵門 4階 

  海難審判所 書記課 
 
 電 話 03-6893-2405 

 F A X 03-6893-2406 

 U R L https://www.mlit.go.jp/jmat/ 

 E-mail hqt-jmat@gxb.mlit.go.jp 

トピックス 

お 願 い 


